
議案第１０３号 

 

新座市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

新座市水道事業給水条例（昭和３７年新座市条例第４号）の一部を次のように

改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正

後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分

を当該改正後部分に改める。 

⑵ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 



改 正 後 

 

（給水装置の新設等の申込み） 

第５条 ［略］ 

２ 給水装置の新設工事及び水道メーターの口径が増径となる改造工事の申込みは、次に掲げる区分

による額に消費税等相当額（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される金

額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づき地方

消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。次項及び第２２条において同

じ。）を加えた額を分担金として納付しなければならない。 

⑴ 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額。ただし、引き続き２年以上本市に居住する者 

が自ら使用するために設置する場合に限り、メーター口径１３ミリメートル８１，５００円、 

メーター口径２０ミリメートル１７５，０００円とする。 

水道メーター口径 分担金（１給水装置につき） 

１３ミリメートル １６３，０００円 

２０ミリメートル ３５０，０００円 

２５ミリメートル ７３８，０００円 

３０ミリメートル １，２１３，０００円 

４０ミリメートル ２，２１３，０００円 

５０ミリメートル ３，９３８，０００円 

７５ミリメートル ９，１００，０００円 

１００ミリメートル ２０，２５０，０００円 

［略］ 

⑵ ［略］ 

３ 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める集団住宅（以下「集団住宅」という。）の分担金は、

１戸につき３５０，０００円に消費税等相当額を加えた額とする。ただし、各戸にメーターが設置

されるときは、メーターの口径に対応する前項で定める額とする。 

 

（料金） 

第２２条 料金は、基本料金と水量料金との合計額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合に

おいて、当該額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

 

（基本料金） 

第２２条の２ 基本料金は、使用水量の有無にかかわらず、開栓中の給水装置のメーター口径の大き

さに応じ１か月につき次に掲げる額とする。 

水道メーター口径 基本料金 

１３ミリメートル ５５０円 

２０ミリメートル ７９０円 

２５ミリメートル ２，１９０円 

３０ミリメートル ４，３８０円 

４０ミリメートル ９，１５０円 

５０ミリメートル １７，１００円 

７５ミリメートル ４６，４００円 

１００ミリメートル ７３，５００円 

［略］ 

２ ［略］ 

 

（水量料金） 

第２２条の３ 水量料金は、使用水量区分に応じ１か月につき次に掲げる額とする。 

使用水量 水量料金（１立方メートルにつき） 

１立方メートルから１０立方メートルまでの分 ７０円 



改 正 前 

 

（給水装置の新設等の申込み） 

第５条 ［略］ 

２ 給水装置の新設工事及び水道メーターの口径が増径となる改造工事の申込みは、次に掲げる区分

による額に１００分の１１０を乗じて得た額を分担金として納付しなければならない。 

 

 

 

⑴ 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額。ただし、引き続き２年以上本市に居住する者 

が自ら使用するために設置する場合に限り、メーター口径１３ミリメートル８０，０００円、 

メーター口径２０ミリメートル１２０，０００円とする。 

水道メーター口径 分担金（１給水装置につき） 

１３ミリメートル １２０，０００円 

２０ミリメートル ２１０，０００円 

２５ミリメートル ４２０，０００円 

３０ミリメートル ７２０，０００円 

４０ミリメートル １，４６０，０００円 

５０ミリメートル ２，９１０，０００円 

７５ミリメートル ８，２４０，０００円 

１００ミリメートル １６，２００，０００円 

［略］ 

⑵ ［略］ 

３ 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める集団住宅（以下「集団住宅」という。）の分担金は、

１戸につき２１０，０００円に１００分の１１０を乗じて得た額とする。ただし、各戸にメーター

が設置されるときは、メーターの口径に対応する前項で定める額とする。 

 

（料金） 

第２２条 料金は、基本料金と水量料金との合計額に１００分の１１０を乗じて得た額とする。この

場合において、当該額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

 

（基本料金） 

第２２条の２ 基本料金は、使用水量の有無にかかわらず、開栓中の給水装置のメーター口径の大き

さに応じ１か月につき次に掲げる額とする。 

水道メーター口径 基本料金 

１３ミリメートル ４７０円 

２０ミリメートル ６７０円 

２５ミリメートル １，８００円 

３０ミリメートル ３，６００円 

４０ミリメートル ７，５００円 

５０ミリメートル １４，０００円 

７５ミリメートル ３８，０００円 

１００ミリメートル ６０，０００円 

［略］ 

２ ［略］ 

 

（水量料金） 

第２２条の３ 水量料金は、使用水量区分に応じ１か月につき次に掲げる額とする。 

使用水量 水量料金（１立方メートルにつき） 

１立方メートルから１０立方メートルまでの分 ５８円 



１０立方メートルを超え２０立方メートルまでの分 １１０円 

２０立方メートルを超え５０立方メートルまでの分 １４０円 

５０立方メートルを超え１００立方メートルまでの

分 

１９０円 

１００立方メートルを超える分 ２４０円 

２ 前項の規定にかかわらず、臨時用に水道を使用する場合は、１立方メートルにつき３５０円とす

る。 

 

（集団住宅の料金） 

第２２条の４ 前２条の規定にかかわらず、１個のメーターを２戸以上で使用する集団住宅の料金は、

水道使用者等の申請に基づき市長が必要と認めるときは、１か月につき、基本料金にあつては 

７９０円（昭和５０年９月３０日までに設置された集団住宅の場合は、５５０円）に戸数を乗じて

得た額と、水量料金にあつては次に掲げる額とすることができる。 

使用水量 水量料金（１立方メートルにつき） 

１立方メートルから１０立方メートルに戸数を乗じ

て得た水量までの分 

７０円 

１０立方メートルに戸数を乗じて得た水量を超え 

２０立方メートルに戸数を乗じて得た水量までの分 

１１０円 

２０立方メートルに戸数を乗じて得た水量を超え 

５０立方メートルに戸数を乗じて得た水量までの分 

１４０円 

５０立方メートルに戸数を乗じて得た水量を超え 

１００立方メートルに戸数を乗じて得た水量までの

分 

１９０円 

１００立方メートルに戸数を乗じて得た水量を超え

る分 

２４０円 

 

（料金の算定） 

第２３条 料金は、隔月の定例日（料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。次項 

において同じ。）にメーターの点検を行い、その使用水量を各月均等とみなして算定する。ただし、

やむを得ない理由があるときは、市長はこれを変更することができる。 

２ ［略］ 

 

（料金の徴収方法） 

第２７条 料金は、納入通知書による払込み、集金、口座振替又は地方自治法（昭和２２年法律第 

６７号）第２３１条の２の３第１項に規定する指定納付受託者による納付の方法により２か月分ま

とめて徴収する。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。 

 

 



１０立方メートルを超え２０立方メートルまでの分 ９０円 

２０立方メートルを超え５０立方メートルまでの分 １１０円 

５０立方メートルを超え１００立方メートルまでの

分 

１５０円 

１００立方メートルを超える分 １９０円 

２ 前項の規定にかかわらず、臨時用に水道を使用する場合は、１立方メートルにつき２９０円とす

る。 

 

（集団住宅の料金） 

第２２条の４ 前２条の規定にかかわらず、１個のメーターを２戸以上で使用する集団住宅の料金は、

水道使用者等の申請に基づき市長が必要と認めるときは、１か月につき、基本料金にあつては 

６７０円（昭和５０年９月３０日までに設置された集団住宅の場合は、４７０円）に戸数を乗じて

得た額と、水量料金にあつては次に掲げる額とすることができる。 

使用水量 水量料金（１立方メートルにつき） 

１立方メートルから１０立方メートルに戸数を乗じ

て得た水量までの分 

５８円 

１０立方メートルに戸数を乗じて得た水量を超え 

２０立方メートルに戸数を乗じて得た水量までの分 

９０円 

２０立方メートルに戸数を乗じて得た水量を超え 

５０立方メートルに戸数を乗じて得た水量までの分 

１１０円 

５０立方メートルに戸数を乗じて得た水量を超え 

１００立方メートルに戸数を乗じて得た水量までの

分 

１５０円 

１００立方メートルに戸数を乗じて得た水量を超え

る分 

１９０円 

 

（料金の算定） 

第２３条 料金は、隔月定例日（料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。）に 

メーターの点検を行い、その使用水量をもつてその日の属する月分及び前月分として算定する。た

だし、やむを得ない理由があるときは、市長はこれを変更することができる。 

２ ［略］ 

 

（料金の徴収方法） 

第２７条 料金は納額告知書又は集金の方法により２カ月分まとめて徴収する。ただし、市長が必要

と認めるときはこの限りでない。 

 

 

 



   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の新座市水道事業給水条例第５条第２項及び第３項の規定は、この条

例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の給水装置の新設工事又は水道

メーターの口径が増径となる改造工事の申込みに係る分担金について適用し、

施行日前の申込みに係る分担金については、なお従前の例による。ただし、改

正前の新座市水道事業給水条例第５条第２項及び第３項の規定により分担金を

納入した者が、令和８年９月３０日までに竣工しない場合は、改正後の新座市

水道事業給水条例第５条第２項及び第３項の規定による分担金との差額を徴収

する。 

３ 改正後の新座市水道事業給水条例第２２条から第２２条の４までの規定は、

施行日以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道

料金については、なお従前の例による。 

４ 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日

から令和８年５月３１日までの間に水道料金の支払を受ける権利が確定するも

のに係る水道料金については、なお従前の例による。 

 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

新座市長 並 木  傑 

 

 

   提 案 理 由 

分担金及び水道料金の額を改定したいので、この案を提出するものである。 


